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はじめに

韓国，北朝鮮，そして日本という，住民の等質性や凝集力の飛びぬけて高い国の狭間にあって，
戦後の在日朝鮮人ほど，“国民” や “民族” にまつわるつよい磁場のなかを生きたマイノリティ
も少ないかもしれない。とりわけ，第二次大戦のおわりから日本で高度成長が進展した 60 年代
にいたる時期は，日本と南北朝鮮の双方で一枚岩の国民への内圧が極度に高まり，その過程で
在日朝鮮人に対する国民や国籍の論理による切り分けや囲い込みがすすむ。私はこれまで，こ
のいわば “国民化” の過程を，旧植民地出身者の選挙権や日本国籍の剥奪，さらに在日朝鮮人運
動の路線転換（1955 年）といった，主として敗戦から 50 年代に至る日本社会や在日朝鮮人運動
の動向を通して考えてきた１）。この報告ではこの過程を「再版国民化」の問題として，米軍政下
の制度改革から新しい国民形成にむかった韓国での動向なども交えて改めてスケッチしてみた
い。
もし，第二次大戦後から 50 年代にかけての時期が “国民化” の時代であるとすれば，80 年代
後半以降のグローバル化の時代は，そういう “国民” の観念がようやく揺らぎ始める時代である
といえる。一枚岩の民族や国民への強い執着を秘めた韓国社会でさえ，90 年代後半以降そうし
た “国民” という観念の揺らぎが明らかとなる。
だが，同じ 90 年代後半以降の日本社会では，早くも，“国民” の揺らぎへの反動や揺り戻しと
も言うべき動き―新しいナショナリズム―が，競争社会の重圧に液状化した社会の深部を
とらえ始める。在日朝鮮人も，これを「新植民地主義」と呼ぶかどうかはともかく，そういう
新しいナショナリズムに根ざす「国民化」の圧力にあらためて直面している。そして，在日朝
鮮人が，日本に生きるマイノリティとしていかにこの「国民化」の圧力，つまり国民や国籍の
論理による切り分けや囲い込みの圧力をいかに拒みつづけることできるのか，この報告では，
その手がかりを最近の韓国での動向から探ってみたい。

“再版国民化”

在日朝鮮人の来歴を強制連行（戦時労働動員）に求める議論を “ウソ” や “神話” であるとす
る「嫌韓流」の主張に対して，朴正明は，次のように反論している。すなわち，そもそも「在
日朝鮮人の一世の多くが戦時労働動員以前の時期から日本に在留していた人々だとする見解は，
少なくとも在日朝鮮人史研究の分野では久しく常識に属する」２）という。つまり「強制連行の
神話」ということそのものがある種の “神話” なのだという。実際，朝鮮人の日本への渡航が本
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格化するのは戦時動員のはるか以前，すなわち日本が第一次大戦の軍需景気に沸いた 1910 年代
の後半頃からであり，「強制連行」の始まる前年（1938 年）までにすでに 80 万人が日本に住ん
でいた。日本の敗戦から一年余りの間に約 150 万人の朝鮮人が本国へ帰還したが，この人びと
は「戦時動員」などによる在日歴の短い朝鮮人を主とするもので，日本に踏みとどまった 60 万
人前後の人びとの大半は，30 年代までにすでに日本で生活の根を降ろしていた，いわば “定住者”
であった３）。
もちろん “定住” といってもその日常が「人が住む・暮らす」という言い方に値するものであっ
たかどうかは疑わしいが，それでもそこに生きたことにともなう何某か―日本生まれの子（30
年代には既に 20 － 30％が日本生まれの二世であった）を含む親族とか，友人や近隣とのかかわ
りとか，それなりの資産や家・土地とか―をそれはもたらしていた。つまり，植民地期に日
本に根を降ろした朝鮮人たちは，“解放” という極めて流動的な状況にあって朝鮮にまつわるア
イデンティティの濃淡や居住地選択の指向性などで実に多様な含みをもった集団となっていた
といわなければならない。彼・彼女らに与えられるべき国籍としても，必ずしも自明なもとし
て規定しえたわけではない。
日本占領を間近に控えた米国政府の一部もそういう在日朝鮮人の定住という事実を考慮して
国籍選択の可能性に触れている４）。だが，けっきょく，GHQは，東アジアで新たに生まれつつあっ
た国民国家の体系のなかで在日朝鮮人がいかなる地位に置かれるべきかについての明確で一貫
した認識を示せないまま，治安上の観点からの一種の御都合主義に終始した。そんななかで在
日朝鮮人の国籍問題は，おおむね，間接統治の下にあった日本政府の手に委ねられることになり，
在日朝鮮人の外国人化ともいうべき過程がこうしてすすむ。　　　　　　　　　　
法形式上は依然として日本国民であった在日朝鮮人の選挙権の停止（45 年 12 月の衆議院議員
選挙法）に始まり，いわゆる「見なし規定」を通して在日朝鮮人を外国人管理の下に置いた外
国人登録令（47 年 5 月）を経て，単独講和の発効（52 年 4 月）とともに旧植民地出身者の日本
国籍の喪失を告げた法務府民事局長通達５）へといたる，この外国人化の過程についてはこれま
で度々論じてきたのでここでは触れない６）。
いずれにしても，「焼け跡の民主化」（占領改革）にもかかわらず，日本人のアジア観や朝鮮

人観は，占領下ではほとんど問い直されることなく潜在化し，いわば，混じり気のない生粋の
日本人からなる “国民” としての蘇生こそが課題となっていた。それは，一面では明治期の天皇
を中心とする一枚岩の国民形成の時代への回帰，その意味での「再版国民化」にほかならない。
一民族一国家という感覚や理念は，「大東亜共栄圏」の夢の蹉跌を経たこの時期にこそ極まった
といえるかもしれない。在日朝鮮人の外国人化の底流をなしたのも，敗戦後の日本人を捉えた
そういう混じり気のない “国民” への指向であった。さらにこうして外国人とされた朝鮮人の日
本への再入国は密入国とされ，密入国者の取締りや退去強制のシンボルとしての大村収容所が，
新たな「〈外部〉あるいは〈他者〉との分割とその閉じ込め，排除によって自らを構成するよう
な境界」７）として誕生する。
在日朝鮮人の外国人化は，朝鮮半島の側では，日韓併合以前の状態への「現状復帰」にほか
ならず，「日本国籍喪失措置がいかなる法的根拠・手続きによってなされようと，結果自体は当
然のこと」８）として意識されていた。というよりも，解放直後の南朝鮮（48 年 8 月建国以後は
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韓国）では，在外朝鮮人の “現状復帰” は「民族解放の具体的な表現」であり，帰還同胞への援
助が各種援護団体によって大々的に取り組まれている。新国家建設へと歩み始めた本国の人び
とにとって「在日朝鮮人は解放民族のバロメーターであるとともに，そうした位置を体現する
朝鮮ナショナリズムの前衛だった」９）とされる。だが，こうした “祖国” の呼びかけに呼応した
在日二世たちは，「言語的差別」や「いじめ」の対象とされることも少なくなかったという。画
一的な民族イメージを前提とする異質な他者への排除の眼差しは，被抑圧の側のナショナリズ
ムのなかにも確実に貫かれていた。
ところで，前述の民事局長通達による国籍喪失の基準とされたのは戸籍であった。植民地期
には同じ「日本臣民」となれながらも，朝鮮人は戸籍上「外地籍」（1923 年の朝鮮戸籍法の制定
以後は「朝鮮戸籍」）として差別される存在であり，「外地籍」・「内地籍」（朝鮮戸籍）の間の移
動は婚姻や養子縁組などの身分行為がない限り許されなかった。そして，朝鮮戸籍は，解放後
の米軍政下の南朝鮮でも維持され，48 年 5 月の「国籍に関する臨時条例」や，12 月に制定され
た父系血統主義に基づく国籍法での韓国人たる基準として事実上その有効性をたもった 10）。
そして，この 49 年国籍法は，「儒教の家父長制を継承し，男性血統中心に単一民族国家を保
存するという思考様式を反映したもの」11）だとされる。いわばそれは，日本の植民地化によっ
て挫折した大韓帝国期（1897 年～ 1910 年）の国民形成への営みを，共和制（民国）の旗印の下
に再開するうえでの中核的制度として機能した。51 年 10 月に始まる日韓会談でも，韓国側は，
こうした国籍法にもとづいて「在日韓人が大韓民国国民であること」の確認をつよく求めてい
る 12）。
だが，この 50 年代初めのアジアは，中国革命を震源とする反帝民族革命の高揚期であり，在
日朝鮮人の多くは，日本共産党の「軍事方針」（1951 年 2 月日本共産党第四回全国協議会）のも
とに韓米日の戦争体制に抵抗した。国という枠組みを越えた永続革命の理念が少なくない在日
朝鮮人を捉えていたといえる。50 年代の半ばにはこの東アジア革命の嵐も遠のき，一転して平
和共存と民族独立の理念が時代の思潮となる。アジアの自立と解放の問題が，国民国家として
の自立の問題として自覚され始めていたわけであり，そういうなかで，54 年 8 月，「日本に居住
する朝鮮人」を「朝鮮民主主義人民共和国公民」であるとしてその権利保障を求める南日・北
朝鮮外相の声明が発せられる。翌 55 年 5 月の総連（在日本朝鮮人総連合会）の結成（路線転換）
は，北朝鮮政府の呼びかけに呼応して在日朝鮮人がその「海外公民」としての帰属を鮮明に打
ち出したことを意味している。この公民化の論理は，やがて，日本政府の排除の論理と結びつ
いて，そのほとんどが朝鮮半島の南部に故郷を持つ 10 万人近い在日朝鮮人の，北朝鮮への大量
帰還を促すことになる 13）。59 年 12 月に始まるこの帰国事業は，第 2次大戦から 50 年代にかけ
て朝鮮半島と日本ですすんだ「再版国民化」の過程が行きついた最も悲劇的な帰結をあらわし
ている。

グローバル化とナショナリズム

すでに述べたように，グローバル化の時代とは，50 年代の「国民化」の時代に対応する「国
民の揺らぎ」の時代としてひとまず特徴づけられる。80 年代後半以降に急進展した日本社会の
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多エスニシティ化は，日本人の他者認識を変え，法務省の「出入国管理基本計画（第二次）」（2000
年）でさえ「日本人と外国人が円滑に共存・共生していく社会づくり」を強調する時代となっ
ている。アジア認識をめぐっても 90 年代以降，様々な形で過去の “反省” や “謝罪” が語られ，
おそらくときの首相として植民地支配や侵略戦争について「痛切な反省」を語った村山談話（95
年）あたりが，そういう “反省” が国民的にも共有される度合いのピークであったかもしれない。
逆に90年代後半以降は「国民意識」の立て直しやナショナリズムの復権への動きが目立っている。
けっきょく，グローバル化は，この日本でもナショナリズムに新しい息吹を与え，ナショナル
な記憶や「国民」の中身をめぐる綱引きを新しいレベルで顕在化させている。
いま，在日朝鮮人もそういう綱引きの渦中に揺れ動いている。2001 年，韓国・朝鮮籍の特別
永住者は，50 万人の線をはじめて割り込み，1995 年以降，その帰化者数が年 1万人前後で推移
していることから，21 世紀の半ばには国籍上の在日朝鮮人はほぼ消滅することも予測されてい
る。こうした，「帰化の雪崩現象」の背景については，父母両系主義にもとづく国籍法の改正（1985
年）14）や，かつては希望の星ともいえた北朝鮮の，経済生活や人権をめぐる目を覆うばかりの
惨状など，様々に指摘できるが，新しいナショナリズムに根ざす「国民化」への圧力が一役買っ
ていることは疑いない。
もちろん，かつてのように混じりけのない「日本国民」を前提に排除か同化を迫るような手
法はいまではすっかりなりを潜めた。国籍取得（帰化）の条件も緩められ，文化的な背景や民
族名などエスニックな個性を維持したままの国籍取得も可能となっている。2001 年以降は植民
地支配に由来する在日朝鮮人（特別永住者）については国籍取得を「届出制」（いわゆる羈束的
日本国籍取得制度）にして日本国民のいわば外延に組み入れようとする動きも明らかになる。
近年では，入管官僚の OBを中心に在日朝鮮人の日本国籍取得のための「国民運動」さえ提唱
され 15），これに呼応する在日朝鮮人も少なくない。
もちろん，歴史の経緯からして在日朝鮮人の日本国籍の取得は当然の権利であろう。だが，「52

年通達」による国籍問題の一方的な処理を不問にしたうえに，外国人としての権利を制約した
まま，そうした「国民運動」を提唱することは，新しい次元での国民や国籍の論理による囲い
込みや切り分けを物語るものであるというほかない。たしかに，この間，指紋押捺制度や社会
保障など在日朝鮮人の国籍差別は大いに緩和されたけれども，地域社会の一員としての基本権
にかかわる公務就任権と地方参政権は，2000 年代に入ってあたかも日本社会の “国民” をめぐ
る固い岩盤に行き当たりでもしたかのように，足踏みや後退がつづいているのである 16）。

韓国，“単一民族” の揺らぎ

「帰化の雪崩現象」は，少なからず，朝鮮半島の両国の国民や民族をめぐる見方や政策にも関
係している。すでに述べたように，韓国の国籍法は父系血統と言語・文化の等質性を中身とす
る単一民族へのつよいこだわりを写しだしていた。外国人住民の国籍取得の壁もあつく，5年以
上の在留実績や “品位” とか “独立の生計” 如何などが帰化要件として国籍法で規定されている
他にも，法務部の国籍業務処理指針には面接や筆記試験を通して韓国語能力や風習の理解といっ
た「国民としての素養」が試されることになっていた。
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韓国の単一民族への執着は，韓国社会のほとんど唯一の外国人集団ともいえた中国人住民へ
の仕打ちによく現れている。朝鮮半島には19世紀末から仁川などを中心に華人・華僑が住んだが，
第 2次大戦後，中国内戦を避けて山東省出身の中国人が大挙して韓国に流入し，貿易業を中心
に成功した華人も少なくなかった。韓国政府はこの華人の国籍取得をほとんど許さなかったう
えに，貿易・為替や土地取得などをめぐるひどい華人差別によって没落に追い込んだ。70 年代
中盤には多くの華人が韓国を後にせざるを得ず，最盛期には 10 万人の水準に達していた華人人
口も 2万人余りにまでその数を減らしている。こういう，そこに一切の異物の入り込むのを拒
むような閉鎖的な民族主義は，当然，「国民としての素養」を欠く在日の二世や三世，さらには
90 年代に入って急増する中国朝鮮族への眼差しをも規定してきたといえる。さらに，こうした
単一民族主義の病は，軍事政権の国家主義に対抗した 80 年代のいわゆる「運動圏」の抵抗的，
もしくは南北統一志向のナショナリズムのうちにも多かれ少なかれ貫かれている。
だが，この頑なな単一民族主義の国にもグローバル化に伴う “国民” の揺らぎが顕著であり，
ある意味でその変化の速さは日本以上である。91 年以降の産業研修制度や雇用許可制（2004 年）
などによって移住労働者が急増し，韓国に滞在する外国人数は 90 年の 5万人から，100 万人近
くまで増加した。単一民族主義や外国人差別の温床ともなっていた国籍法は，1997 年に父母両
系主義のそれに改定され，華人の国籍取得も容易となった。最近では各地でチャイナ ･タウン
が建設され，いまや在韓華人は巨大市場 ･中国との橋渡し役としてもてはやされている。さら
に 2006 年には，婚姻数の 13％が国際結婚で，深刻な嫁不足に悩む農村部でその比率はなんと
30％を上回った。外国人の人権擁護や「多文化共生」を目指す市民運動や宗教界，自治体の取
り組みが本格化し，2005 年 8 月には日本に先立って定住外国人の地方参政権が認められ，永住
権をもち満 3年が過ぎた 18 歳以上の外国人 6,726 人が選挙権を得ている。本年 4月には在韓外
国人の人権擁護や社会適応を目指す「外国人処遇基本法」が制定され，外国人政策の系統的な
とりくみがスタートした。
いま韓国人は，移住労働者や外国人花嫁といった異質な他者の日常世界での急増に戸惑いな
がらも，その他者認識を確実に変容させつつある。99 年の「在外同胞法」17）の制定に見られる
ように，在日朝鮮人を含む海外コリアンへの見方や処遇も変わりつつある。本年 6月 28 日，憲
法裁判所が在外国民への国政選挙権の制限に違憲判断を下し，韓国籍をもつ在外コリアンの大
統領選挙など国政選挙への参加が実現する見込みとなった。
注目されるのは，「在外同胞法」制定をめぐる議論の過程で米国籍など外国籍コリアンの二重
国籍の許容が考慮されたことである。けっきょく，「関係国の属人的な管轄権」18）をめぐる摩擦
が懸念されて，二重国籍は実現せず，97 年の国籍法改正でも父母のどちらかが外国人である場
合かなり厳格な国籍選択制度が採られた（22 歳までに外国国籍を離脱しなければ，韓国国籍を
喪失する）。だが，「在外同胞法」は，外国籍コリアンに対して二重国籍に近い「内国民待遇」
を盛り込むことが意図されていた。
しかも，締約国の国籍を任意に取得した者は元国籍を喪失することを厳格に規定したストラ
スブール条約（1963 年）が 1993 年に改定され，欧米諸国では二重国籍を認定する方向が趨勢と
されている 19）。遠からず韓国政府が重国籍をめぐる関係国との協議に乗り出す，というのもあ
ながちあり得ない話ではないであろうし，それは，この地域の国籍や国民の論理に風穴を開け
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ることにもつながるだろう。
いずれにしても，国民や国籍による囲い込みや排除，切り分けを支えてきた血統主義や文化 ･
言語の等質性への拘り，そして単一国籍主義という考え方は，21 世紀の韓国社会で音を立てて
崩れつつある。それは，“国民” についての画一的な見方を前提に常に日本か本国かの選択を迫
られてきた在日朝鮮人のあり方にも新しい可能性を開くものだといえるかもしれない。
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